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１．母子生活支援施設とは 

児童福祉法第38条に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子

及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの

者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設 

（１）施設の機能・役割 

①母子の保護（入所）・自立支援 

    母子を保護し、自立を促進するために就労、家庭生活、児童の教育に関する相談及

び助言等の支援を行う。（退所者についても相談等の援助を実施） 

②一時保護 

ＤＶ被害者など、家庭の事情（精神的、経済的、身体的）により保護が必要な女性又は

母子等を一時的に保護する。 

※ 全国の母子生活支援施設のうち８２．４％が実施（Ｒ３年度） 

 

（2）全国の施設の状況 

  【出典：全国母子生活支援施設実態調査及び基礎調査】 

①施設数 

 〇施設数は減少が続いており、Ｒ４年度は２００施設でＨ８年度（２６年前）の約６５％ 

 〇特に公設公営は減少が顕著であり、Ｒ４年度は１６施設でＨ８年度（２６年前）の約１２％ 

■図１：施設数の推移 

 

■表１－１：施設数（設置・経営主体別） 

 Ｈ２６年度 Ｈ２８年度 Ｈ３０年度 Ｒ２年度 Ｒ４年度 

施設数 ％ 施設数 ％ 施設数 ％ 施設数 ％ 施設数 ％ 

公設公営 44 18.9 34 15.4 28 13.1 27 13.0 16 8.0 

民  営 189 81.1 187 84.6 185 86.9 181 87.0 183 92.0 

 （公設民営） 66 28.3 62 28.1 59 27.7 48 23.1 49 24.6 

 （民設民営） 123 52.8 125 56.6 126 59.2 133 63.9 134 67.3 

全 体 233 100 221 100 213 100 208 100 199 100 

   ※ 集計対象施設（調査に未回答の施設を除いた数）の内訳 

集計対象施設数 
（未回答の施設を除いた数） 

調査対象施設数 
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②利用状況 

 〇定員は、施設数の減少に伴い年々減少している。 

【Ｈ２６：４，７０６世帯→Ｒ４：４，０８７世帯】（△１３．２％） 

〇現員（４月１日時点の入所世帯数）は、定員の減少を上回る比率で減少しており、定

員に対する入所率も低下している。 

【Ｈ２６：３，４５８世帯→Ｒ４：２，６７７世帯】（△２２．６％） 

〔入所率７３．４％ → 入所率６５．６％〕  

〇一時保護の利用件数は、大幅な増減なく推移している。 

【Ｈ２６：１，０７６件→Ｒ４：９３９件】 

 

 ■表１－２：施設定員及び利用世帯の状況 

 Ｈ２６年度 Ｈ２８年度 Ｈ３０年度 Ｒ２年度 Ｒ４年度 

全国計 平均 全国計 平均 全国計 平均 全国計 平均 全国計 平均 

定員（Ａ） 

【世帯数】 
4,706 20.2 4,571 20.7 4,410 20.7 4,319 20.8 4,087 20.5 

現員（Ｂ） 

【入所中の世帯数】 
3,458 14.8 3,288 14.9 3,059 14.4 2,963 14.2 2,677 13.5 

入所率 

（Ｂ/Ａ） 
73.4％ 71.9％ 69.4％ 68.6％ 65.6％ 

入所世帯数 1,571 6.7 1,451 6.6 1,222 5.7 1,248 6.0 1,051 5.3 

退所世帯数 1,553 6.7 1,425 6.4 1.394 6.5 1,301 6.3 1,175 5.9 

母、子の人数計 9,013 38.7 8,725 39.5 8,127 38.2 7,805 37.5 7,098 35.7 

こどもの人数 5,555 23.8 5,437 24.6 5,068 23.8 4,870 23.4 4,421 22.2 

こどもの人数/世帯 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 

一時保護利用件数 1,076 1,079 1,079 1,092 939 

※ 各調査年度の４月１日時点（入所世帯数、退所世帯数、一時保護利用件数は調査前年度の状況） 
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２．久留米市母子生活支援施設について 

（１）施設概要 

【名    称】 久留米市松柏園 

【所 在 地】 非公表 

【施設規模】 土地：敷地面積 ２，６８０㎡ 

建物：延床面積 １，７１３㎡、建築面積 ６６５㎡ 

            ▹ ２階建：１棟（管理棟） 

…事務室、集会室、相談室、学習室 

            ▹ ３階建：２棟（住居棟） 

…母子室３０戸（１ＤＫ、２ＤＫ：各１５戸） 

【建 築 年】  １９８０年（Ｓ５５年） 

【定   員】  ３０世帯 

 

■図２－１：施設配置図（概略図） 
 
 

  
Ｎ 

住居棟 
１ＤＫ：15戸 

管理棟 

駐車場 

住居棟 
２ＤＫ：15戸 
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（２）運営状況 

①利用状況 

 〇直近５年の現員（４月１日時点の入所世帯数）は２～４世帯で、１０年前（Ｈ２６年度）の

１７世帯から大幅に減少している。 

 〇定員に対する入所率が低下（Ｈ２６：５６．７％⇒Ｒ６：１３．３％）しており、全国平均と

比較しても極めて低い。 

 〇近年（Ｒ２年度以降）の新規入所世帯の主たる入所理由は、大半が住宅困窮であり、

短期間で退所する世帯が増えている。 

【入所世帯の主たる入所理由】 ６６．７％が住宅困窮（Ｒ２～Ｒ６年度） 

     【退所世帯の平均入所期間】 ３３．８月（Ｈ２７～Ｒ１年度）⇒１１．８月（Ｒ２～Ｒ６年度） 

〇一時保護の利用件数は、大幅な増減なく推移している。 

  

■表２－１：利用状況の推移                             

 
Ｈ26 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

【参考】 

全国平均 

（Ｒ４調査） 

現員（4月１日時点） 

【入所中の世帯数】 

１７世帯 

（４６人） 

２世帯 

（５人） 

２世帯 

（５人） 

３世帯 

（１０人） 

３世帯 

（１３人） 

４世帯 

（１４人） 

１３．５世帯 

（３５．７人） 

  
うち広域入所 

【市外からの受入】 

４世帯 

（１３人） 

１世帯 

（３人） 

０世帯 

（０人） 

０世帯 

（０人） 

０世帯 

（０人） 

１世帯 

（２人） 
－ 

入所率 

（現員/定員：３０世帯） 
５６．７％ ６．７％ ６．７％ １０．０％ １０．０％ １３．３％ ６５．６％ 

入所世帯数 
２世帯 

（６人） 

２世帯 

（５人） 

４世帯 

（１３人） 

３世帯 

（１１人） 

５世帯 

（１５人） 

＊ １世帯 

（２人） 

５．３世帯 

（－）  

退所世帯数 
 ５世帯 

（１５人） 

 ２世帯 

（５人） 

３世帯 

（８人） 

３世帯 

（８人） 

４世帯 

（１４人） 

＊ ４世帯 

（１４人） 

５．９世帯 

（－） 

こどもの人数 ２９人 ３人 ３人 ７人 １０人 １０人 22.2人 

こどもの人数/世帯 １．７人 １．５人 １．５人 ２．３人 ３．３人 ２．５人 １．７人 

一時保護利用件数 
６世帯 

（１２人） 

７世帯 

（１４人） 

５世帯 

（１９人） 

６世帯 

（１０人） 

７世帯 

（１０人） 

＊ ２世帯 

（２人） 

５．７世帯 

（－） 

※ 各年度の４月１日時点（入所世帯数、退所世帯数、一時保護利用件数は当該年度内の状況） 

＊ Ｒ６年度の入所世帯数、退所世帯数、一時保護利用件数は、９月１日現在 

   

■図２－２：主たる入所理由（Ｒ２年度～Ｒ６年度） 
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ＤＶ

経済的困窮

住宅困窮
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 ②施設の状況 

   〇昭和５５年の建築から４４年が経過し、老朽化が進行している。 

〇耐震性については、全ての棟で補強工事を要しない。（耐震診断結果：Ｈ２５年度） 

   〇経年劣化等に伴い、適宜、必要な修繕工事等を行っている。外壁改修工事の実施に

ついて、早急に検討する必要がある。 

   【Ｒ４年度：市建築課点検結果】 

   ・全ての棟の壁躯体に白華現象、ひび割れ等があり、改修対応を要する。 

 

   ■表２－２：修繕工事等の履歴 

実施年度 施工箇所 内容 

Ｈ６～１８ 管理棟、住居棟 ガス管改修 

Ｈ７ 管理棟、住居棟 外壁保全 

Ｈ１２ 住居棟 冷暖房設備工事 

Ｈ１４ 管理棟 冷暖房設備工事 

Ｈ２０ 管理棟、住居棟 キュービクル、居室電気等改修 

Ｈ２７ 管理棟、住居棟 屋根防水改修 

Ｈ２８ 管理棟、住居棟 浄化槽解体 

  

③職員の配置状況 

  〇法令等による職員配置の基準に則するとともに、施設の運用状況を鑑みて、必要な

職員を配置している。 

会計年度任用職員：６人（※）、嘱託医：１人 

※ 施設長１、母子支援員２、少年指導員１、夜間管理職員２ 

 

■表２－３：職員配置基準及び配置状況 

   最低基準 
（資格要件） 

措置費基準 
【久留米市松柏園】 

配置状況 

施設長 
－ 

（社会福祉士、母子生活支援

施設職員経験３年以上 等） 
１人 １人 

母子支援員 
配置 

（保育士、社会福祉士、

精神福祉士 等） 

１０世帯未満：１人 

２０世帯未満：２人 

２０世帯以上：３人 

２人 

少年指導員 

（兼事務員） 
配置 

２０世帯未満：１人 

２０世帯以上：２人 
１人 

調理員（等） 調理員又はこれに代わる者 １人 
１人 

（母子支援員により兼務） 

嘱託医 配置 １人 １人 

夜間管理職員 － － ２人 

最低基準：児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（令和６年：内閣府令） 

措置費基準：児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（令和６年：こども家庭庁通知） 

※ 入所者の状況等に応じて、その他の職員の配置及び加算等の基準あり  



6 

 

④運営費の状況 

   〇Ｒ５年度の暫定定員は４世帯で、H２６年度の１７世帯から大幅に減少している。 

暫定定員：国の基準により設定（前３年間の入所世帯数等による） 
⇒国庫負担金、措置費の算定根拠となる。 

〇暫定定員の減少に伴い、歳入が大きく減少している。 

【Ｈ２６：１７，４７８千円→Ｒ５：５，８５９千円】（△６６．５％） 

〇歳出は大幅な増減なく推移している。 

【Ｈ２６：２８，１３３千円→Ｒ５：２３，８９６千円】（△１５．１％） 

〇歳入の減少に伴い、施設運営に要する市の負担額が増加している。 

【Ｈ２６：１０，６５５千円→Ｒ５：１８,０３７千円】（＋６９．３％） 

    

■表２－４：運営費の推移 

   Ｈ26 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

暫定定員 １７世帯 ６世帯 ４世帯 ４世帯 

歳   入 １７，４７８千円 ７，０３７千円 ５，６３０千円 ５，８５９千円 

国庫負担金 ８，５５６千円 ６，５３１千円 ４，５９１千円 ４，８２２千円 

措置受託収入 ６，９２８千円 ０千円 ０千円 ２９１千円 

入所者負担金 １，９９３千円 ５０６千円 １，０３９千円 ７４５千円 

歳   出 ２８，１３３千円 ２６，８８１千円 ２８，１８８千円 ２３，８９６千円 

施設費 ８，２０８千円 ４，８２４千円 ６，２５１千円 ５，０５０千円 

人件費 １９，９２５千円 ２２，０５７千円 ２１，９３７千円 １８，８４６千円 

市負担額 １０，６５５千円 １９，８４４千円 ２２，５５９千円 １８，０３７千円 
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（３）現状からみた運営上の課題 

①求められる支援の多様化 

〇住宅困窮のほか、経済的困窮、障害や疾病、ＤＶ被害など、入所者は様々な課題を

抱えている。 

〇一方で、プライベートの重視、集団生活への拒否感等により、施設型支援のニーズ

が低下していることなどから、入所者数が減少している。 

〇現在の母子生活支援施設の機能や役割では、困りごとを抱えた入所者のニーズに

対応することが難しくなってきている。 

②施設・設備の老朽化、立地による不便 

   〇築４４年が経過し老朽化が進んでおり、継続使用する場合には、早急に対応が必要

な外壁改修工事のほか、今後、相当の改修・修繕費用を要する。 

   〇居室の間取り、設備等が陳腐化している。 

（洗面脱衣室なし、洗濯スペースが室外 など） 

〇バリアフリー対応やインターネット環境など、生活上の安全性・利便性が低く、妊婦

や高齢者、外国人対応が困難となっている。 

   〇自家用車を所有していない入所者は、交通手段がバスや自転車等になるが、バスの

利用環境が不便なため、通勤、通学に支障が生じるケースがある。 

   〇施設は市内に１か所であり、勤務先や学校、保育園等の選択が制限される。 

③職員の人材確保 

   〇入所者が抱える様々な困りごと（精神疾患、ＤＶ被害によるＰＴＳＤ、児童虐待等）が

複雑化・多様化してきており、対応する職員には高い専門性やスキルが求められる。 

   〇施設長を含め、全職員（６人）が会計年度任用職員であり、昇任や昇給、人事異動が

なく、また、スキルアップの機会が少ないため、人材確保・人材育成の面で課題が生

じている。 

④収支の悪化 

〇入所者の減少に伴って収支が悪化し、市の負担額が大きくなっている。 

▷ 歳入の減少 

・国庫負担金等は、入所世帯数等を根拠とする暫定定員に基づいて算定される。 

▷ 歳出抑制が困難 

・入所者が減少している中でも、２４時間体制の施設運営を維持するために一定の

職員体制が必要となる。 
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３．今後のあり方について 

（１）運営方法の見直しについて 

現状の母子生活支援施設の課題を踏まえ、今後の母子生活支援について、次の４つの

運営方法の「機能面」、「経費面」による比較検討を行った。 

(Ｐ９ ▷ 表３：運営方法の比較検討) 

① 改修後直営 

〇市の直営による施設運営を継続 

・住居棟２棟のうち１棟を廃止（解体）し、入所定員を縮減する。（３０世帯→１０世帯） 

・外壁改修工事を実施する。（住居棟、管理棟：各１棟） 

② 指定管理 

〇施設運営を指定管理者制度に移行 

・住居棟２棟のうち１棟を廃止（解体）し、入所定員を縮減する。（３０世帯→１０世帯） 

・外壁改修工事を実施する。（住居棟、管理棟：各１棟） 

③ 民間譲渡 

〇施設譲渡による民設民営施設への転換 

・社会福祉法人等の民間団体に施設を無償譲渡する。（土地は貸与） 

・施設を譲受した民間団体が、施設運営及び必要な改修工事を実施する。 

④ 代替機能へ移行 

〇施設を廃止し、母子生活支援の代替施策を実施 

・既存の公共施設等を活用し、住居及び一時保護先を確保する。 

・母子支援員の訪問等による自立支援を行う。 

【検討結果】 

機能面 

・①、②、③は、現在と同等の機能を維持できる。 

・②、③では、民間のノウハウが生かされることで、支援サービスの向上が

期待できる。（ただし、運営経費の課題が懸念される。） 

・④は、「住居確保」の視点について、居住場所の選択制が向上する。また、

対応の即時性や安全性を十分に担保した代替策を講じることで、「母子

の支援」や「緊急時対応」についても、現在と同等の機能を維持できる。 

経費面 

・①、②、③は、施設の老朽化が進んでいる中で継続利用するため、運営に

必要な経常費用に加え、改修工事等に多額の臨時費用を要する。 

・②、③は、入所者が減少しているために収益が見込めず、委託先、譲渡先

がない可能性がある。 

・④は、臨時費用を要しないほか、代替施策を実施するための経常費用が

最も少なく、経費削減効果が高い。 

総合評価 
・④は、「機能面」の維持、向上が図られるとともに、「経費面」でも経費削

減効果が高く、効果的かつ効率的に母子支援策を実施できる。 

 

【見直し方針（案）】 

〇久留米市母子生活支援施設「松柏園」を廃止する。 

 〇母子等の保護、支援のための代替施策を実施する。 
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■表３：運営方法の比較検討 

 ① 改修後直営 ② 指定管理 ③ 民間譲渡 ④ 代替機能へ移行 

運営方法 

設置主体 運営主体 土地 建物 設置主体 運営主体 土地 建物 設置主体 運営主体 土地 建物 設置主体 運営主体 土地 建物 

市 市 市 市 市 民間 市 市 民間 民間 貸与 無償譲渡 施設廃止 

■現在の運用を継続 

・施設改修・減棟し、入所定員を縮減 

■指定管理者制度へ移行 

・施設改修・減棟し、入所定員を縮減 

■民間法人等への譲渡 

・社会福祉法人等の民間団体に施設を
無償譲渡（土地は貸与） 

■施設を廃止し、代替施策を実施 

・代替施設で住居、緊急保護先を確保 
・訪問等による自立支援 など 

機能面の比較 

住居確保 
・保護する住居の確保 

・居住場所の選択制 
〇 〇 〇 ◎ 

母子の支援 
・支援の効果、効率性 

・２４時間体制の支援 
〇 〇 〇 〇 

（適時対応するための支援体制が必要） 

緊急時対応 
・ＤＶ被害者等への緊急

対応が可能か 〇 〇 〇 〇 
（安全性を十分に担保した運用が必要） 

経費面の比較【概算】（千円） 

【経常費用】※Ｒ４年度の実績等により算出 

歳出（人件費、事業費） ２８，１８８ ２８，１８８ ２２，６０５ ６，９３１ 

歳入（国庫負担金、措置受託収入、入所者負担金） ５，６３０ ５，６３０ １１，３０２ ３，６６１ 

市負担額 ２２，５５９ ２２，５５９ １１，３０３ ３，２７０ 

【臨時費用】 

歳出（改修・解体費） ８４，８６７ ８４，８６７ ６３，９７５ ０ 

歳入（国庫補助金） ２１，１４１ ２１，１４１ ０ ０ 

市負担額 ６３，７２６ ６３，７２６ ６３，９７５ ０ 

【市負担額計】：単年 ８６，２８５ ８６，２８５ ７５，２７８ ３，２７０ 

【市負担額計】：１０年間 ２８９，３１６ ２８９，３１６ １７７，００５ ３２，７００ 

評 価 △ △ 〇 ◎ 

備 考 

（施策の効果、課題等） 

〇入所者等への影響は最も少ない 

●施設改修に多額の費用を要する 

〇民間のノウハウが生かされ、支援
の質の向上が期待できる 

●施設改修に多額の費用を要する 

●現在の運営費、人件費による試算
のため、歳出増の可能性が高い 

●入所者が減少しているために収
益が見込めず、応募がない可能性
がある 

〇民間のノウハウが生かされ、支援
の質の向上が期待できる 

●施設が老朽化しているほか、入所
者が減少しているために収益が見
込めず、譲渡先がない可能性があ
る 

〇臨時費用を要しない。経常費用も
最も少なく、経費削減効果が高い 

●効果的な代替策の構築、運用が
必要 

●既存入所者等への丁寧な対応が
必要 

総合評価 △ △ 〇 ◎ 
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（２）施設廃止後の支援（案）について 

松柏園の施設運営の理念を継承するとともに、「こども基本法」及び「児童福祉法」、「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の理念を踏まえ、これまで施設で行って

きた支援の質の維持、向上と、利用者の安全性の確保を前提として、母子生活支援のニ

ーズの変化に対応した新たな支援策を実施する。 

〇松柏園の理念   

久留米市松柏園では、母親と子どもへのあらゆる人権侵害を許さず、その尊厳を尊

重し、生活を守ることを徹底して追求します。 

〇こども基本法及び児童福祉法の理念 

    「こどもが権利の主体」 「こどもの意見の尊重」 「こどもの最善の利益の優先」 

〇困難女性支援法の基本理念 

   「女性の福祉」 「人権の尊重や擁護」 「男女平等」 

 ①住居の確保 

  ■入所対象者 

   対象者の状況や希望に応じて、次の手法で住居を提供する。 

    ・母子生活要支援者用のステップハウスの確保、運用 

     ▷ 既存の公共施設の活用（３世帯程度の対応枠を確保） 

    ・希望するエリアの公営住宅等の斡旋 

     ▷ 市営住宅の随時募集、優先入居（母子・父子世帯枠）など 

      〇施設型を望まない、支援ニーズの変化への対応 

     〇就業、就学の状況等に応じた、居住地の選択性の向上 

 

  ■一時保護対象者 

   対象者の状況（危険度等）に応じて、次により保護する。 

    ・福岡県女性相談支援センター、民間支援団体への依頼 

・独自シェルターの確保、運用 

     ▷ 既存の公共施設の活用（２世帯程度の対応枠を確保） 

     ▷ 電気・ガス・水道等の使用、寝具その他備品の貸与 

     ▷ 防犯ブザー（警備会社対応用）、連絡用電話機の貸与 

     〇職員常駐（２４時間対応）と異なることによる、安全性低下の懸念への対応 

⇒ＤＶ加害者からの追跡など危険性が高い場合には、県女性相談支援センターを利用 

⇒独自シェルターでは、警備対応（防犯ブザー）、連絡用電話機により不測の事態に対応 
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②母子等への支援 

家庭子ども相談課内に母子支援員を配置し、訪問等により、入所対象者への自立支

援と一時保護対象者への対応を実施する。 

■入所対象者 

・支援計画の策定、ケース管理 

・家庭訪問、同行支援 

・電話、ＬＩＮＥ相談 

■一時保護対象者 

・食料の提供、日用品等の貸与及び給付 

・面接、退所等支援 

〇訪問対応、同行支援等に加え、電話・ＬＩＮＥを活用し、対象者に寄り添った支援を継続 

   

 

（３）今後のスケジュール（案） 

令和６年１１月：国、県及び関係機関等との調整 

１２月：施設廃止条例議案上程 

令和８年３月末：母子生活支援施設廃止 

４月：代替策実施（一部、令和７年度後半より暫定運用） 

  

 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

市議会 

      

国、県、 

関係機関等 

      

代替策実施 

      

 

 

所管事務調査 

施設廃止条例上程 

代替策準備 

 

入所者等説明 

代替策実施 
（一部、Ｒ７年度後半より暫定運用） 

社会福祉審議会（児童福祉専門分科会） 

国、県等との調整 

施設廃止 


